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上学年優勝　レッドタイガー 

【試合結果】入賞チーム  …（　）内には育成会名を記載 下学年優勝　壬生東ブレイブ 

１０月９日（月）町総合運動場テニスコート　参加者３０名 

きれいに塗装される正門 



講習会風景 





壬生町交通安全母の会では、一緒に活動していただける方を募集しております。 
◎問合せ　生活環境課くらし安心係　 ８１－１８２６ 





納税の推進に関するポスター標語 納税の推進に関するポスター標語 納税の推進に関するポスター標語 

　9月24日（日）に羽生田地区の「夢・はにしの里協議会（川島芳之会長）」、

10月９日（月）に下稲葉地区の「下稲葉・水と緑を守る会（鯉沼正男会長）」、

10月14日（土）に上稲葉地区の「上稲葉・自然を守る会（大塲文雄会長）」、

による生き物調査が行われました。この調査は、地域の環境保全の向

上を促進するため、身近な水路や田んぼの中にどんな生き物が棲んで

いるかを調査するもので、地元の小学生たちや地域の方々が参加しま

した。 

　子どもたちは網を持って水路に入ると、魚の捕まえ方の指導を受け

ながら水中の生き物をたくさん採取しました。その後、アドバイザー（羽

生田地区：塩山房男氏、下稲葉地区：二瓶義彦氏、上稲葉地区：田中

栄一氏）から捕獲した生き物についての説明を受け、調査の結果や感

想を発表しました。 

　羽生田地区では、オイカワ・カマツカ・ブルーギル・ヤゴなどが、

下稲葉地区ではナマズ・ウグイ・ヒメダカ・スジエビなどが、上稲葉

地区では、ギンブナ・カワムツ・ドジョウ・シジミなどが観察でき、

地域の自然に対する関心が深まる有意義なものとなりました。 
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おお  ば ふみ  お 

に   へいよしひこ た  なか 

えいいち 

しおやまふさ   お 

上稲葉地区 

下稲葉地区 

羽生田地区 



2017年12月16日土曜日午後１時開演 
アーティスト ホーム ヴィレッジ 
〒321 0237 下都賀郡壬生町下稲葉716 / TEL : 0282 82 0025 
テノール チェー･スンジン/バリトン 石田忠隆/ピアノ 粂川玲衣香、他 
問合せ  オペラブルカントジャパン    TEL : 070 3611 5732

オペラブルカントジャパン  第42回主催企画 
台北国立教育大学教授  ドイツ･ベルリン在住 

      韓国人テノール・オペラ歌手 

崔 勝震　　　　　日韓台友好 







納税・滞納処分Ｑ＆Ａ こんな話をよく聞きます 

Ａ1　法律には、税金は全ての債務（借金含む）に優先すると定めてあり、個人債務よりも税金が優先 
　　  されます。（地方税法第14条） 

Ａ2　税は納期内納付が大原則です。督促状発送日から10日を経過した日までに完納しない時は「差し 
　　  押さえをしなければならない」と明示してあります。（国税徴収法第47条） 

Ａ3　税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき財産すべてに対する調査権限が発生します。 
　　  この権限により調査を受けた金融機関等の関係機関は、協力しなければなりません。また、財産
　　  の調査は、個人情報保護法に一切抵触しません。 

Ａ4　差し押さえ等をするにあたり、自宅訪問して納税を催告する行政サービスは原則として行いませ 
　　  ん。差し押さえ等が行われるまでには、必ず事前に督促状などの通知が送付されています。 

Ａ5　金額の大小に関わらず差し押さえ等を行います。「小額の滞納だから差し押さえられないはず…」 
　　  といった考えはお止めください。 

　納税の公平と税収の確保のため、12月を「地方税滞納整理強化月間」として、栃木県との協働により、県内一
斉に徴収の強化に取り組みます。 
 
 

　町が提供する、福祉や教育をはじめ様々なサービスは、町税が主な財源の一つです。町税の滞納は、町の財政
を圧迫し、町民サービスに支障をきたすことになりかねません。そして何より、納付の遅れは、納期内に税金を
きちんと納めている大多数の皆さんとの公平性を欠くことになります。また、督促状の送付などに余分な税金を
使うことにもなります。そのため、町では、収入や財産がありながら町税を納付しようとしない滞納者に対して
滞納処分（差押え等）を強化しています。 

　町県民税は、特別徴収義務者（事業主）が、毎月従業員に支払う給料から天引きして納入して頂く税金です。
納入が遅れると、従業員の方に迷惑が掛かることもあります。必ず毎月10日の納期限を守りましょう。 

　税金を納期限までに納めなかった方には、督促状が送付されます。督促状が発送さ
れた日から起算して10日を経過した日までにその税金を完納しなかったときには、町

は滞納者の財産（預貯金、生命保険、不動産、給料、自動車、動産〈電
化製品や美術品、貴金属等〉）を差し押さえなければならないことが法
律で定められています。 
　財産調査には、滞納者の自宅などの捜索（写真）があり、捜索により
発見された財産は、差し押さえられます。「捜索」とは、税を徴収する
職員に認められた権限で、裁判所の令状は不要です。 
　また、自動車のタイヤロックを行う場合もあります。タイヤロックと
は、差し押さえた自動車を運行、使用させないための措置（国税徴収法
第71条）で運行不能状態にするものです。 
 

 

　病気や失業、事業の廃止、災害にあったなど、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが困難
な方は、納期内に町税務課収税係にご連絡ください。生活状況等をお聞きしたうえで、徴収の猶予などをするこ
とができます。事情により納付が困難な場合には、そのまま放置せずに、まずはご連絡ください。 

〈壬生町での捜索の様子〉 



○総 　 務 　 費 
○保 険 給 付 費 
○後期高齢者支援金 
○介 護 納 付 金 
○共同事業拠出金 
○保 健 事 業 費 

○国民健康保険税 
○国 庫 支 出 金 
○療養給付費等交付金 
○前期高齢者交付金 
○県　支　出　金 
○共同事業交付金 
○繰　　入　　金 

※平成29年度に繰越 

…皆様が負担する保険料 

…医療費等に対する国の負担分 

…退職被保険者等に対する交付金 

…65～74歳の方の医療費に対する交付金 

…医療費等に対する県の負担分 

…高額な医療費等に対する交付金 

…一般会計から国保会計への繰入金 

…職員給与費・レセプト審査料等 

…皆様の総医療費のうち町が負担する費用等 

…後期高齢者医療費に対する支援金 

…40～64歳の被保険者の介護納付金 

…高額医療費共同事業拠出金等 

…特定健診・人間ドック助成金等 

 

※１人当たり、１世帯当たりの保険給付額は保険税負担額の3.55倍 
　（平成27年度は3.73倍）となっています。 

　国民健康保険に加入していた方が、職場の社会保険に加入された場合、町役場に国民健康保険の資格喪
失の届出をしていただくことになっております。（自動的に国民健康保険の資格は喪失しません。）届出を
していただくと、国民健康保険の資格のあった期間のみ国民健康保険税が計算され賦課されます。 
　喪失の届出をしていただかない限り、職場の社会保険と町の国民健康保険のどちらにも加入しているこ
とになり、納付する必要のない国民健康保険税が課税されることとなってしまいますので、手続きは忘れ
ずに行ってください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



　確定申告をされる場合、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の領収書は、社会保険料
控除の控除額を確認するための大切な資料となりますので、紛失しないようにしてください。 
口座振替で納付されている方は、１月19日までに控除の証明となる口座振替済通知書を送付いたします。 
　領収書等を紛失された場合は、納付額確認書を発行いたしますので、運転免許証等の本人確認ができる
書類をお持ちのうえ、町税務課収税係または稲葉出張所・南犬飼出張所までお越しください。 
　また、年金から国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を天引き（特別徴収）されている
方については、日本年金機構より送付される年金の源泉徴収票の社会保険料の欄に納付額が記載されてい
ます。源泉徴収票は、確定申告等で必要となりますので紛失しないようにしてください。 

★社会保険に加入した場合や他市区町村へ転出した場合等、本来なら壬生町国民健康保険の資
　格がないのにもかかわらず、医療機関等で壬生町国民健康保険証を使用することは絶対にし
　ないでください。 
★社会保険を喪失した場合にも、速やかに国民健康保険加入の手続きをしてください。社会保
　険喪失日から国民健康保険加入となり、国民健康保険税が賦課されます。 

◎問合せ　●税務課収税係　

◎問合せ　●住民課国保年金係　

※その他届出にいらっしゃる方の運転免許証等本人確認のできる書類もお持ちください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◎問合せ　●住民課国保年金係　



　壬生町では、工場立地法に基づき、緑地等面

積率等の準則を定める条例の策定を進めております。

条例（案）につきまして、住民の皆様からのご意見を

募集します。お寄せいただいたご意見を参考に、条例

策定手続きを進めるとともに、ご意見に対する町の考

え方を整理し、後日、公表いたします。 

（以下の場所でご覧いただけます） 

①商工観光課（庁舎１階）　②稲葉出張所　③南犬飼出

張所　④町公式ウェブサイト（http://www.town.mibu. 

tochigi.jp） 

　パブリック・コメント記入用紙（町

公式ウェブサイト及び前記施設に設置）により、次の

いずれかの方法で提出してください。いずれの場合も、

宛先は「壬生町経済部商工観光課」宛でお願いいたし

ます。 

①郵送（〒321―0292壬生町通町12―22）または持参 

（土・日・祝日・年末年始を除く平日の午前８時30分

から午後５時15分まで） 

②ＦＡＸ（８２）１１０７ 

③電子メール　keizai@town.mibu.tochigi.jp 

　提出されましたご意見の概要と、

検討結果につきましては、町公式ウェブサイトに公開

いたします。併せて商工観光課工業係で閲覧すること

ができます。 

◎問合せ　商工観光課工業係　 （８１）１８４５ 

　12月１日（金）～平成30年１月９日（火） 

　町内に住所を有する方、町内に通勤又は通学する方、

町内に事務所又は事業所を有する方、町税の納税義務

者その他パブリック・コメント制度に係る事案に利害

を有する方 

（注意事項） 

・町公式ウェブサイトを除き、計画素案の閲覧は、土・

　日・祝日・年末年始（12月29日から１月３日まで）を除く

　平日の午前８時30分～午後５時15分となります。 

・意見の提出について、電話による受付はいたしませ
　んのでご了承ください。 

・ご意見をいただいた方の氏名等の公開、及びご意見
　に対する個別の回答はいたしません。 

・ご意見の内容が類似する場合は、取りまとめて公開
　する場合があります。 

 

　障害者基本法に基づく障がい者基本計画策定

については、本町の障がい者施策の方向性を、また、

障害者総合支援法に基づく障がい者福祉計画および児

童福祉法に基づく障がい児福祉計画については、障害

福祉サービスおよび地域生活支援事業等の提供体制の

確保に関する方策を、それぞれ定めることになってい

ます。 

このほど、平成30年度から平成35年度までの６年間に

おける壬生町障がい者基本計画および平成30年度から

平成32年度までの３年間における第５期壬生町障がい

福祉計画・第１期壬生町障がい児福祉計画についての

素案がまとまりましたので、町民の皆様のご意見を募

集いたします。 

（以下の場所でご覧いただけます） 

①健康福祉課障がい福祉係　②稲葉出張所　③南犬飼

出張所　④町公式ウェブサイト（http://www.town.mibu. 

tochigi.jp） 

　パブリック・コメント記入用紙（町

公式ウェブサイト及び前記施設に設置）により、次の

いずれかの方法で提出してください。いずれの場合も、

宛先は「壬生町民生部健康福祉課」宛でお願いいたし

ます。 

①郵送（〒321―0292壬生町通町12―22）または持参 

（土・日・祝日・年末年始を除く平日の午前８時30分

から午後５時15分まで） 

②ＦＡＸ（８１）１１２１ 

③電子メール　kenko@town.mibu.tochigi.jp 

　提出されましたご意見の概要及び

検討結果につきましては、町公式ウェブサイトに公開

いたします。併せて健康福祉課障がい福祉係で閲覧す

ることができます。 

◎問合せ　健康福祉課障がい福祉係　 （８１）１８２９ 



　高齢福祉、保健の総合的な推進と介護保険事

業に係る保険給付の円滑な実施を図るため、老人福祉

法及び介護保険法に基づき、壬生町高齢者保健福祉計

画及び介護保険事業計画を策定するにあたり、広く町

民の皆様からご意見などを募集し、計画に反映させる

ものです。 

（以下の場所でご覧いただけます） 

①健康福祉課高齢福祉係　②稲葉出張所　③南犬飼出

張所　④町公式ウェブサイト（http://www.town.mibu. 

tochigi.jp） 

　パブリック・コメント記入用紙（町

公式ウェブサイト及び前記施設に設置）により、次の

いずれかの方法で提出してください。いずれの場合も、

宛先は「壬生町民生部健康福祉課」宛でお願いいたし

ます。 

①郵送（〒321―0292壬生町通町12―22）または持参 

（土・日・祝日・年末年始を除く平日の午前８時30分

から午後５時15分まで） 

②ＦＡＸ（８１）１１２１ 

③電子メール　kenko@town.mibu.tochigi.jp 

　提出されましたご意見の概要及び

検討結果につきましては、町公式ウェブサイトに公開

いたします。併せて健康福祉課高齢福祉係で閲覧する

ことができます。 

◎問合せ　健康福祉課高齢福祉係　 （８１）１８３０ 

 

　制度の堅持に向けて、国民健康保険特別会計

の収支不均衡を改善すべく、財政の健全化に向けた今

後の効果的な取り組みを計画的に推進する目的から、

本計画を策定するにあたり、広く町民の皆様からご意

見等を募集し、計画に反映させるものです。 

（以下の場所でご覧いただけます） 

①住民課国保年金係　②稲葉出張所　③南犬飼出張所

④町公式ウェブサイト（http://www.town.mibu.tochigi.jp） 

　パブリック・コメント記入用紙（町

公式ウェブサイト及び前記施設に設置）により、次の

いずれかの方法で提出してください。いずれの場合も、

宛先は「壬生町民生部住民課」宛でお願いいたします。 

①郵送（〒321―0292　壬生町通町12―22）または持

参（土日・祝日・年末年始を除く） 

②ＦＡＸ（８１）１０１３ 

③電子メール kokuhonenkin@town.mibu.tochigi.jp 

　提出されましたご意見の概要及び

検討結果につきましては、町公式ウェブサイトに公開

いたします。併せて、住民課国保年金係で閲覧するこ

とができます。 

◎問合せ　住民課国保年金係　 （８１）１８３６ 

　町民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄

与するため、「壬生町歯と口腔の健康づくり推進条例」

に基づき、「壬生町歯科保健基本計画」を策定するに

あたり、広く町民の皆様からご意見を募集いたします。 

（以下の場所でご覧いただけます） 

①健康福祉課健康増進係　②稲葉出張所　③南犬飼出

張所　④町公式ウェブサイト（http://www.town.mibu. 

tochigi.jp） 

　パブリック・コメント記入用紙（町

公式ウェブサイト及び前記施設に設置）により、次の

いずれかの方法で提出してください。いずれの場合も、

宛先は「壬生町民生部健康福祉課」宛でお願いいたし

ます。 

①郵送（〒321―0292壬生町通町12―22）または持参 

（土・日・祝日・年末年始を除く平日の午前８時30分

から午後５時15分まで） 

②ＦＡＸ（８１）１１２１ 

③電子メール　kenko@town.mibu.tochigi.jp 

　提出されましたご意見の概要及び

検討結果につきましては、町公式ウェブサイトに公開

いたします。併せて健康福祉課健康増進係で閲覧する

ことができます。 

◎問合せ　健康福祉課健康増進係　 （８１）１８８５ 



※この試算は、通常加入で保険料月額２万円で加

入し、65歳までの運用利回りが2.5％、65歳以降の

予定利率が0.20％となった場合の試算です。受取

総額は65歳での農業者年金加入者の平均余命を考

慮し、男性86.5歳、女性92歳まで生存した場合の

金額です。 

※運用利回りは、加入後の経済変動により上下し

ます。制度発足以降の14年間（平成27年まで）の

運用利回りの平均は、年率2.73％です。 

※予定利率は毎年度、農林水産省告示により定め

られ、平成29年度は0.20%となっています。 

①農業に従事されている方は誰でも加入できます。 

　原則60歳未満の国民年金第1号被保険者であっ

て年間60日以上農業に従事している方なら誰でも

加入できます。配偶者や後継者など家族農業従事

者の方も加入できます。 

②保険料は自分で選べ、いつでも見直しできます。 

　自分が必要とする年金の額の目標に向けて、保

険料を自由に決められ（月額２万～６万７千円の

間で千円単位）、経営の状況や老後設計に応じて

いつでも見直せます。 

③税制面で大きな優遇措置があります。 

　支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対

象となり、所得税・住民税が節税になります。（支

払った保険料の15％～30％程度が節税）等々 

④少子高齢化に強い年金。年金資産は安全性を重

視して運用しています。 

⑤終身年金です。80歳までにお亡くなりになった

場合、死亡一時金があります。 

⑥認定農業者など一定の要件を満たす方には、保

険料の国庫補助があります。 

　認定農業者で青色申告をしている方やその方と

家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など一

定の条件を満たす方には保険料の国庫補助（月額

最高1万円、通算すると最大で216万円）があります。 

◎問合せ先 

　町農業委員会事務局　　　　 81―1875 

　ＪＡしもつけ壬生支店　　　 82―1111 

　独立行政法人　農業者年金基金　 03―3502―3199

20歳 

30歳 

40歳 

50歳 

40年 

30年 

20年 

10年 

76万円 

50万円 

30万円 

13万円 

63万円 

42万円 

25万円 

11万円 

1,628万円 

1,080万円 

640万円 

285万円 

1,713万円 

1,137万円 

673万円 

300万円 

　豊かな老後生活のためには、国民年金だけでは

十分とは言えず、老後の生活費は自分で準備する

必要があります。サラリーマンは、厚生年金や共

済年金で国民年金（基礎年金）への上乗せがあり

ます（厚生年金のモデルケースでは月額22万２千

円の年金額）が、農業者の皆様も、メリットがた

くさんある農業者年金に加入して安心で豊かな老

後を迎えましょう。 

加入年齢 納付期間 
男性 女性 男性 女性 

年金額（年額） 

農業者年金に加入すれば～農業者年金の支給額の試算～　　（金額：万円未満四捨五入） 

平均余命までの受給総額 



　野鳥は、事故や餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでし
まうことがあります。死んでいるからといって、直ちに鳥インフルエンザを
疑う必要はありません。 
　野鳥は鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っている場合があり
ます。そのため、鳥インフルエンザだけでなく、こうした細菌や寄生虫が人の体
に感染することを防止することが重要です。もし、野鳥が死んでいるのを見つけ
た際には、細菌や寄生虫に感染しないよう死亡した鳥を素手で触らずビニール袋
に入れてきちんと封をして廃棄物として処分することが可能です。 

　鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除
いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、野
鳥のフンなどに触れてしまった場合でも、適切に手洗い、うがいを行っていただ
ければ過度に心配する必要はありませんので冷静な行動をお願いいたします。 

　栃木県では、下記の状態で野鳥が死亡している場合は回収と、検査を実施して
おります。 

　このような状態で死亡している野鳥を見つけた場合には以下のお問い合わせ先
にご連絡ください。 

※壬生町清掃センターで処理ができます。 
　住所：壬生町大字羽生田１３５０番地３ 
　電話番号：０２８２－８２－３４２４ 

【お問い合わせ先】 
・栃木県県南環境森林事務所　環境企画課 
　電話番号：０２８３－２３－１４４１ 
・栃木県自然環境課 
　電話番号：０２８－６２３－３２６１ 
・壬生町農政課 
　電話番号：０２８２－８１－１８４０ 

③上記以外の鳥類が１０羽以上同じ場所に死亡している場合 

カイツブリ、ハジロカイツブリ、カンムリカイツブリ カイツブリ目カイツブリ科 

バン、オオバン ツル目クイナ科 

マガモ、オナガガモ、ホシハジロ、スズガモ、 
トモエガモ 

カモ目カモ科 

ユリカモメ チドリ目カモメ科 

コノハズク、フクロウ フクロウ目フクロウ科 

②同じ場所に下表の野鳥が３羽以上死亡している場合 

①同じ場所に下表の野鳥が１羽以上死亡している場合 

マガン、ヒシクイ、コブハクチョウ、オオハクチョウ、 
コハクチョウ、オシドリ、キンクロハジロ 

カモ目カモ科 

オジロワシ、オオワシ、オオタカ、ハイタカ、チュウヒ、 
サシバ、ノスリ、クマタカ 

タカ目タカ 

ハヤブサ、チョウゲンボウ ハヤブサ目ハヤブサ科 

例）カラス、スズメ、ハト、カルガモなど 
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○場　　所
◎問 合 せ

12月
19日（火）１歳６か月児健診…………… 13：00～ 13：45
21日（火）３歳児健診…………………… 13：00～ 13：45
１月
９日（火）４か月児健診………………… 13：15～ 13：45
16日（火）10か月児健診………………… 13：15～ 13：45

保健福祉センター
こども未来課母子保健係　☎81－1887

○移動図書館（BM）12月の日程

○移動図書館（BM）１月の日程



　10月15日（日）、壬生町保健福祉センターにおいて「第

31回壬生町健康ふくしまつり」が開催されました。 

　その席上において、５月17日に行われた「平成29年度

壬生町３歳児よい歯のコンクール」で優秀な成績を修め

た次の７組の方が表彰を受けました。 

おお  ば       あお と 

あらかわ        き   ゆ 

あさ  り         ゆ づき 

  い  ざわ     ゆうせい 

ないとう      あや と 

おか べ        とも み                     み   う 

こしくも み   な   こ                    みつ き 

【３歳児よい歯の部】 

　最優秀賞　大庭　蒼叶くん 

　優秀賞　　荒川　嬉優ちゃん 

　優秀賞　　浅利　優月ちゃん 

　優秀賞　　伊澤　結晴くん 

　優秀賞　　内藤　絢翔くん 

【親と子の部】 

　最優秀賞　岡部　友美さん・美羽ちゃん 

　優秀賞　　越雲美奈子さん・光絆くん 

　表彰当日欠席された方の写真掲載はございません。ご

了承ください。 

　尚、７月12日に県で行われました第３次審査において、

大庭蒼叶くんは優良賞、岡部友美さん・美羽ちゃんは優

秀賞を受賞されました。おめでとうございます。 

　壬生北小学校の緑の少年団が本年度の「みどりの奨励賞（全国緑の少年団連盟会長賞）」

を受賞し、11月17日（金）に渡邉晴江校長、吉澤麻衣教諭と６年生の児童ら４名が小菅町長に

受賞の報告を行いました。 
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